
開 催 日 令和元年９月２日（月）

開 会 時 間 午前10時30分

閉 会 時 間 午前11時50分

開 会 場 所 選挙管理委員会室

出 席 者

　本日の書記：渡辺委員

１ 決 定 事 項 （１）選挙人名簿及び在外選挙人名簿の登録等について

（２）直接請求に必要な選挙権を有する者の数について

２ 報 告 事 項 （１）「選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例」の改正案について

（２）裁判員候補者及び検察審査員候補者の割当について

３ そ の 他 （１）当面の日程について

（２）啓発見学会について

　　　令和元年11月後半に実施する「明るい選挙推進協議会啓発見学会」について、その候補

　　となる施設や予定日等の説明を受けるとともに、９月に開催する、明るい選挙推進委員の

　　各地域懇談会での意見・要望等を踏まえて決定することを確認した。

　  ア　選挙期日を決定する時期を明文化すること。

　  イ　働きかけを行う関係団体・協力要請先を明記すること。

　　ウ　東京都の東京2020大会関係部局に対して行う協力要請の内容を具体的に表記すること

　　エ　以上について、特別区選挙管理委員会連合会局長会で審議・検討すること。

　　　選挙管理委員が出席する令和元年11月末日までの主な事業（定例会ほか）日程について

　　確認した。

　　　東京地方裁判所からの通知により本区の裁判員候補者の割当人数が362人であること、

　　また、検察審査会事務局からの通知により本区の検察審査員候補者の割当人数が42人

　　（第一検察審査会から第六検察審査会まで各７人）であることを確認した。

（３）東京都知事選挙の選挙期日の速やかな決定を求める要望書について

　　　特別区選挙管理委員会連合会から東京都選挙管理委員会宛てに提出する標記要望書案に

　　係る要望事項について協議・検討し、以下のとおり修正を求めることとした。

　　り決定し、同日付けで告示する。

　　ア　選挙権を有する者の数の３分の１：44,591人

　　イ　選挙権を有する者の数の６分の１：22,296人

　　ウ　選挙権を有する者の数の50分の１：2,676人

　　　８月23日に開会された定例会で報告のあった標記条例の改正について、改正案及び新旧

　　対照表の内容を確認した。

　　　令和元年７月３日から８月31日までの間の選挙人名簿登録等について、新たに名簿に登

　　録する者を2,496人、名簿から抹消する者を2,571人と決定し、登録者数は、133,773人とな

　　った。本件は、同日付で告示する。また、令和元年８月24日から９月２日までの在外選挙

　　人名簿登録者者等について、新たに名簿に登録する者が０人、名簿から抹消する者は０人

　　と決定した。これに伴い、登録者数は前回登録時と同数の513人となった。

　　　令和元年９月２日現在の直接請求に必要な選挙権を有する者の数（署名数）を次のとお

選 挙 管 理 委 員 会 
９月臨時会会議録

選挙管理委員：松川昭義委員長、青木眞知子委員、山内栄一郎委員、渡辺秀次委員

事　 務　 局：吉原事務局長、長坂選挙担当係長、小泉主査、眞壁主事

次第及び会議内容



（４）生徒会選挙に係るアンケートについて

　　　生徒会選挙後に実施するアンケートについて、学校や選挙管理委員会に有益でかつ生徒

　　が回答しやすい設問に仕上げるために創意工夫するよう、事務局に指示した。

（３）東京都明るい選挙推進大会について

　　　上記（１）の「当面の日程」のうち、令和元年11月５日開催の「東京都明るい選挙推進

　　大会」の概要について、事務局から説明を受けた。


